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質疑回答書 

令和８年５月１８日 

契約番号 ５０８３０００３７４号 

案件名  橿原市議会ペーパーレス会議システム導入・運用業務 

No. 該当文書名 質疑内容 回答内容 

１ 実施要領 

2－3 

構築期間 契約日の翌日から令和 8 年 8 月 31 日まで 運用期

間 令和 8 年 7 月 1 日から令和 13 年 6 月 30 日まで 5 年間

（60 ヶ月間）リース契約(保守保証含む）」と記載があります

が、構築期間と運用期間が一部重複しております。 

こちら、令和 8 年 8 月末の構築完了および研修終了をもって

「検収」とし、9 月 1 日からを正式な運用・保守サポートの対

象期間とする計画であるという認識でよろしいでしょうか。 

責任分界点確認のため、7 月〜8 月中のサポート(操作問い合

わせ対応等)の要否をご教示ください。 

運用期間中においてはサポートを要するため、7 月〜8 月

中もサポートを必要とします。 

なお、運用期間については、仕様書にあるとおり、変更を

認める場合もあります。 

２ 実施要領 

2－5 

契約保証金について、参加表明書の納品実績の内容で免除いた

だけませんでしょうか。または、契約規則第 21 条（5）の通り

「過去２年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じ

くする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべ

て誠実に履行した者であること」を証明する書類を別途提出す

ることで免除いただけますでしょうか。 

契約保証金については、橿原市契約規則第 21 条第 1 項第

6 号に該当するため、免除となります。 

３ 実施要領 

2－6 

お支払スケジュールについてご教示願います。 

例） 

導入構築初期設定等に係る費用(単年度)：賃貸借開始日の翌月

末 

賃貸借に係る費用(長期継続契約)：当月利用分翌月払い 

導入構築初期設定等に係る費用(単年度)については、構築

完了及び研修終了後、請求書を受領してから 30 日以内と

します。 

賃貸借に係る費用(長期継続契約)については、実施要領 6

に記載しているとおり、受注候補者と協議します。 
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４ 実施要領 

5(6) 

企画提案書は、紙媒体による提出のみで、電子データでの提出

は不要という認識でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

５ 実施要領 

5(6)別表 2 

「企画提案書 様式 A4 普通紙両面印刷または A3 普通紙片面

印刷 合計 30 ページ以内とする」との規定がありますが、これ

らの条件を満たしたうえで、プレゼンテーションの際は内容理

解の促進を目的として、デモンストレーションを中心とした構

成とすることも可能、という理解でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。別表２の内容を具体的に記載して

ください。また、構成等の制限はありません。 

なお、実施要領 5(8)に記載のとおり、デモンストレーショ

ンは、発注者側にて用意する PC もしくは説明者側が用意

する PCに接続のうえ行っていただきます。 

６ 実施要領 

5(8)  

プレゼンテーション時に会議システムの実機を用いてご説明さ

せていただくことは可能でしょうか。もし可能な場合は、副本

の提出数と同数の端末（10 台）以内で当日用意できた数の端末

を持参して、ご説明させていただいてもよろしいでしょうか。 

プレゼンテーションは、本市において用意するプロジェク

ターに画面を投影する方法にて実施いただくため、評価委

員に配布するための端末の持ち込みは不可とします。 

７ 実施要領 

5(8)  

「出席者 3 名以内」と記載がありますが、応札業者以外に、製

品メーカーの業務構築責任者が同席することは可能でしょうか

(参加人数は規定の 3 名以内に調整いたします）。 

お見込みのとおりです。 

８ 実施要領 

5(8) 

「出席者 ・説明は、本業務を担当する業務管理者又は業務担当

責任者が行うこと。」と記載がありますが、説明の責任者は業務

管理者又は業務担当責任者としたうえで、業務内容や技術的事

項の説明については、製品メーカーの業務構築責任者が主に行

うことも可能、という認識でよろしいでしょうか。 

実施要領に記載のとおりとします。 

９ 実施要領 9 記載の表中の審査項目、コスト性の着眼点に、他の項目では見

られなかった「改行」と「空白」があったので、質問します。 

仮に、最低価格が 1,４０0 万円（税込）で、提案者（＝弊社）

が 1,4５0万円（税込）で入札した場合、 

1,４０0万円÷1,4５0万円×10点＝9.655・・・となります。 

未満は切り捨てのため、「９点」となる。このような理解で相違

ないでしょうか。 

お見込みのとおりです。 
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１０ 仕様書 

5（1）及び（3） 

ペーパーレス会議システム、及び MDM について、契約期間終

了以降の使用の場合は、貴市にて直接メーカーと契約いただけ

ますでしょうか。 

期間終了後については、期間終了を控えた時点で、本市に

て対応します。 

１１ 仕様書 

5（1） 

「⑨最大 50ID のアカウントで同時アクセスしても、支障なく

会議を行うことができること」と記載がありますが、今回調達

する iPad は 28 台のため、iPad 以外は PC 等の端末から同時

に最大 50ID で会議に参加するケースを想定している、という

認識でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

１２ 仕様書 

5（1） 

「⑨最大 50ID のアカウントで同時アクセスしても、支障なく

会議を行うことができること」と記載がありますが、システム

として 50ID 同時利用が可能であることを求める要件であり、

最大 50 台の同時接続が可能なネットワーク環境（回線・無線

LAN AP 等）の整備は貴市にて実施いただく認識でよろしいで

しょうか。 

お見込みのとおりです。 

１３ 仕様書 

5（2） 

イ、ウ、エ含めすべての納入物品を満了後無償譲渡することで

よろしいでしょうか。無償譲渡の場合、受注者の固定資産税納

付は免除されると理解してよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

１４ 仕様書 

5（2）ア 

 

「②28 台」との記載がありますが、28 台のうち、議員定数（23 

名）以外の 5 台について、これらは事務局職員様の常時利用分

ではなく、会議中の急な故障等に備え、事務局様側で予備機と

して保管・管理し、現場で即座に貸し出せる運用を想定されて

いるという認識でよろしいでしょうか。 

28 台のうち、23 台は議員に貸与、4 台は事務局職員が使

用、1 台は予備機として管理を予定しています。 

１５ 仕様書 

5（3） 

 

「④管理者が指定するパスワードで iPad 端末が管理できるこ

と」と記載がありますが、MDM 上で端末本体のパスワードポ

リシーの設定とパスワードの解除・リセットができることとい

う認識でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 
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１６ 仕様書 

5（3） 

「⑧橿原市庁舎内の無線 LAN 環境における使用が可能である

こと。」と記載がありますが、28 台同時接続時の同期レスポン

ス(ページめくり等)を技術的に保証するため、構築期間中に実

機 28 台を議場等に配置し、本番環境のWi-Fi を利用した「一

斉接続・負荷テスト」を実施させていただくことは可能でしょ

うか。 

また、その際に既存ネットワーク機器(アクセスポイント等)の

性能上限に起因する遅延が確認された場合の調整は本件調達範

囲外とし、貴市にて対応いただけるという認識でよろしいでし

ょうか。 

テストの実施については可能とします。 

また、ネットワーク機器の調整については、お見込みのと

おりです。 

１７ 仕様書 

5(5) 

 

②に記載の「橿原市管理者職員向けの研修」は、現地開催をお

考えでしょうか。Zoom などでの遠隔開催でもよいとお考えで

しょうか。 

また、③運用開始前に、「議員と橿原市担当職員向けのペーパー

レス会議システム」についての研修を２回、行うこと。１回は

必ず、橿原市議会などで現地開催すること。とあり、③は必ず

現地開催を 1回することと理解しましたが、②の開催場所の指

定がなかったことと、③も 2回目の開催場所のご指定がなかっ

たため、②の研修と③の 2 回目の研修の開催場所について、出

張旅費検討の観点から質問いたしました。 

②に記載の「橿原市管理者職員向けの研修」、 

③に記載の「議員と橿原市担当職員向けのペーパーレス会

議システム」についての研修の 2回目については、 

ともに Zoom 等による遠隔開催でも問題ありません。 
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１８ 仕様書 

5（5）③ 

 

「③運用開始前に、『議員と橿原市担当職員向けのペーパーレス

会議システム』についての研修を 2 回、行うこと 1 回は必ず、

橿原市議会などで現地開催すること。もう 1 回は、1 回目に参

加できなかった議員、橿原市職員を対象とすること。詳細内容

は、橿原市と協議した上で実施すること。」と記載がありますが、

「詳細内容」の協議にあたり、現時点での貴市の想定を確認さ

せてください。 

対象となる議員(23 名)および職員の皆様に対し、iPad 端末自

体の基本操作(電源の入れ方、Wi-Fi 接続、ホーム画面の基本操

作等)の解説は、どの程度の重み付け(重点的な説明が必要か、

あるいはシステムの活用方法を主とするか)を想定されていま

すでしょうか。 

また、23 名の議員様が同時に操作実習を行う際、操作に遅れる

方への個別フォローを遅滞なく行い、研修を円滑に進行させる

ため、受注者側でメイン講師の他に「操作補助スタッフ(巡回

員)」を複数名配置することを、市として期待(または要件とし

て指定)されていますでしょうか。 

主に会議システムの操作研修を想定しています。また、研

修会時の体制については自由提案とします。 

１９ 仕様書 

5（6） 

・一般的な動産総合保険を付保することでよろしいでしょう

か。 

仕様書にもありますとおり、AppleCare サービスと同等以

上の保証サービスを満たしていれば、動産総合保険でも可

能です。なお、判断にあたりましては、当該回答書の No.21

も併せてご参照ください。 

２０ 仕様書 

5（6） 

・機器を屋外へ持ち出しの可能性はございますでしょうか。あ

る場合、頻度について教えてもらえますでしょうか。 

議員に貸与する iPad については、自宅への持ち帰りや、庁

外出張への携行を想定しています。なお、持ち出しの頻度

は議員によることから、具体的に明示することは難しいで

す。 
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２１ 仕様書 

5（6） 

「④iPad 端末には、Apple 社の提供する AppleCare サービス

と同等以上の保証サービスを 5 年間（60 ヶ月間）用意するこ

と」と記載がありますが、AppleCare は 5 年間の補償に対応し

ていないため、他社サービスでの提案でもよろしいでしょうか。 

またその場合、バッテリー消耗の交換や、画面破損等の物損は

保守範囲外とする認識でよろしいでしょうか。 

仕様書にもありますとおり、AppleCare サービスと同等以

上の保証サービスを満たしていれば、他社のサービスでも

可能です。 

一部提供されない保証項目については、別の保証項目で補

うなど自由提案とします。 

２２ 仕様書 

5（9） 

「②ペーパーレス会議システムのユーザーID 情報など一覧」

と記載がありますが、最大 50ID のアカウント作成(システムお

よび MDM)にあたり、正確かつ迅速な構築を行うため、貴市で

管理されているユーザー名簿（氏名・所属等）の情報を、弊社

指定の電子データ形式(CSV 等)でご提供いただくことは可能

という認識でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

 


